
　

平
成
19
年
度
か
ら
、
地
方
分
権
を
進
め
る

た
め
国
か
ら
地
方
へ
税
金
が
移
し
替
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
税
源
移
譲
と
い
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
は
、
平
成
19
年
度
の
市
・
県
民

税
（
平
成
18
年
分
の
所
得
）
の
負
担
が
増
え

て
お
り
ま
す
が
、
平
成
19
年
分
の
所
得
税
の

負
担
を
下
げ
る
こ
と
で
、
基
本
的
に
税
源
移

譲
前
と
税
の
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
調
整

を
図
る
と
い
う
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
19
年
分
の
所
得
が
大
幅
に

減
り
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
場
合
、
所
得

税
と
の
調
整
が
で
き
ず
、
市
・
県
民
税
の
負

担
ば
か
り
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
負
担
額
を
調
整
す
る
た
め
、
平
成
19

年
度
の
市
・
県
民
税
を
、
税
源
移
譲
前
の
税

額
ま
で
減
額
し
、
こ
の
経
過
措
置
に
該
当
す

る
場
合
、
納
め
て
い
た
だ
い
た
市
・
県
民
税

の
税
額
か
ら
負
担
が
増
え
た
分
を
還
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。　
　

　
　
　

還
付
を
受
け
る
に
は
申
告
が
必
要
で
す
！

【
対
象
者
】

　

平
成
18
年
分
は
、
所
得
税
の
課
税
が
あ
り
、

平
成
19
年
分
は
所
得
税
の
課
税
が
無
い
方
で
、

平
成
19
年
１
月
１
日
時
点
、
う
る
ま
市
に
住

所
の
あ
っ
た
方
。

【
手
続
き
の
方
法
】

　
「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
減
額
申
告
書
」

を
該
当
市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

※
う
る
ま
市
で
、
こ
の
経
過
措
置
に
該
当

す
る
方
に
は
、
６
月
中
旬
頃
、
申
告
書
を
お

送
り
す
る
予
定
で
す
。　

【
申
告
期
間
】

　

平
成
20
年
７
月
１
日
（
火
）
〜
31
日
（
木
）

【
申
告
場
所
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

市
民
税
課
（
受
付
け
は
本
庁
の
み
で
す
。）

※
次
の
方
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。　

①
平
成
19
年
中
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
。　

②
海
外
へ
転
出
し
、
平
成
20
年
１
月
１
日
現

在
、
国
内
に
居
住
し
て
い
な
い
方
。

③
平
成
19
年
度
の
市
・
県
民
税
の
税
額
が
、

均
等
割
額
の
み
の
方
。
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